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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第99期

第１四半期連結
累計期間

第100期
第１四半期連結

累計期間
第99期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 8,954 9,595 57,030

経常利益

又は経常損失（△）
（百万円） △809 △535 2,109

四半期純損失（△）

又は当期純利益
（百万円） △528 △388 1,439

四半期包括利益

又は包括利益
（百万円） △16 △175 2,779

純資産額 （百万円） 22,055 22,755 23,110

総資産額 （百万円） 58,627 63,827 67,473

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利

益金額

（円） △7.10 △5.22 19.35

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 35.4 33.7 32.3

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第99期第１四半期連結累計期間及び第

100期第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。第99期については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国やユーロ圏において緩やかな景気回復基調が続き、特に

米国では失業率の低下等、雇用環境の改善がみられ、経済成長が続くことが見込まれます。また、アジア地域に

おいては、中国の2014年1-3月の実質GDP成長率が前年同期比7.4%増となり、景気拡大のテンポは緩やかになりな

がらも、この傾向は継続するものと期待されます。国内においては、4月の消費増税に伴う駆け込み需要の反動

の影響を受けたものの、経済の好循環に向けた各種政策への期待感や、株価や為替が安定していることなどを背

景に、緩やかな回復基調が継続しています。

　このような環境の中、当社グループは全社重点事業戦略として「固体照明(LED・有機EL)事業の強化拡大」

「光応用技術の深掘りによる事業の創造」「海外事業の拡大」の3項目を掲げて事業展開を推進し、当第１四半

期連結累計期間の売上高は9,595百万円（前年同期は8,954百万円で7.2%の増加）、営業損失は488百万円（前年

同期は771百万円で283百万円の改善）、経常損失は535百万円（前年同期は809百万円で273百万円の改善）、四

半期純損失は388百万円（前年同期は528百万円で139百万円の改善）となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

＜照明＞

　照明事業は、LED照明事業において、省エネ、節電に貢献するLEDランプ、LED照明器具の新商品開発、及び市

場への訴求に注力した結果、売上高、営業利益とも堅調に推移しました。一方、HIDを主力とする従来型照明事

業においては、照明機器はLED化の動きを受けて減少となりましたが、ランプはメンテナンス需要が底堅く推移

したことなどにより、前年同期並みに推移しました。

これらの結果、売上高6,743百万円（前年同期は6,176百万円で9.2%の増加）、営業利益151百万円（前年同期

は36百万円で310.7%の増加）となりました。

 

＜光応用＞

　光応用事業は、FPD関連や印刷用機器等のUV照射装置が好調となったこと、また、殺菌・滅菌事業における関

連商品の受注が増加したことなどにより、売上高は堅調に推移しました。一方、本年6月末に事業撤退をしたプ

ロジェクタ用映像光源事業は、商品の出荷数量が大幅に減少したことにより、売上高は前年を下回りました。

　これらの結果、売上高2,876百万円（前年同期は2,800百万円で2.7%の増加）、営業損失143百万円（前年同期

は330百万円で186百万円の改善）となりました。

 

なお、当社グループの売上高、利益は期末に集中する季節的傾向があり、各四半期の売上高及び利益は、通

期実績の水準に比べ乖離が大きくなっています。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の支出額は89百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 239,000,000

計 239,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 78,219,507 同左
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 78,219,507 同左 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数

増減数（株）

発行済株式

総数残高（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金

増減額（百万円）

資本準備金残高

（百万円）

平成26年４月１日～

　平成26年６月30日
－ 78,219,507 － 8,640 － 1,909

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

EDINET提出書類

岩崎電気株式会社(E01886)

四半期報告書

 4/16



（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,839,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 74,004,000 74,003 －

単元未満株式 普通株式 376,507 － －

発行済株式総数  78,219,507 － －

総株主の議決権  － 74,003 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の「株式数（株）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれ

ております。また、「議決権の数（個）」の欄には同機構名義の議決権１個は含まれておりません。

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

岩崎電気㈱
東京都中央区日本橋馬喰町

１丁目４番16号
3,839,000 － 3,839,000 4.90

計 － 3,839,000 － 3,839,000 4.90

（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の

数１個）あります。なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めてお

ります。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,923 14,670

受取手形及び売掛金 16,215 11,527

有価証券 208 374

商品及び製品 6,287 7,845

仕掛品 1,839 1,873

原材料及び貯蔵品 3,587 3,720

その他 1,430 1,816

貸倒引当金 △46 △46

流動資産合計 45,446 41,782

固定資産   

有形固定資産   

土地 10,122 10,122

その他（純額） 5,817 5,694

有形固定資産合計 15,939 15,816

無形固定資産 494 466

投資その他の資産 ※ 5,592 ※ 5,762

固定資産合計 22,027 22,044

資産合計 67,473 63,827

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,507 10,400

電子記録債務 1,813 1,625

短期借入金 1,130 1,190

1年内返済予定の長期借入金 2,725 2,640

未払法人税等 409 63

賞与引当金 749 181

その他の引当金 48 39

その他 2,792 2,950

流動負債合計 22,176 19,091

固定負債   

社債 2,350 2,350

長期借入金 1,890 1,870

退職給付に係る負債 12,623 12,602

その他の引当金 223 -

資産除去債務 151 151

その他 4,947 5,006

固定負債合計 22,186 21,980

負債合計 44,362 41,071
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 2,013 2,013

利益剰余金 10,384 9,847

自己株式 △909 △910

株主資本合計 20,128 19,590

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,167 1,338

土地再評価差額金 2,507 2,507

為替換算調整勘定 △243 △354

退職給付に係る調整累計額 △1,732 △1,584

その他の包括利益累計額合計 1,698 1,907

少数株主持分 1,284 1,258

純資産合計 23,110 22,755

負債純資産合計 67,473 63,827
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 8,954 9,595

売上原価 6,364 6,624

売上総利益 2,589 2,970

販売費及び一般管理費 3,361 3,459

営業損失（△） △771 △488

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 43 47

保険配当金 20 23

その他 39 47

営業外収益合計 106 119

営業外費用   

支払利息 45 42

持分法による投資損失 10 28

退職給付会計基準変更時差異の処理額 78 78

その他 10 17

営業外費用合計 144 166

経常損失（△） △809 △535

特別利益   

投資有価証券清算益 1 -

負ののれん発生益 2 7

その他 0 -

特別利益合計 4 7

特別損失   

固定資産除売却損 4 7

特別損失合計 4 7

税金等調整前四半期純損失（△） △808 △535

法人税等 △279 △151

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △529 △384

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 3

四半期純損失（△） △528 △388
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △529 △384

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 118 171

為替換算調整勘定 320 △124

退職給付に係る調整額 - 148

持分法適用会社に対する持分相当額 73 13

その他の包括利益合計 513 209

四半期包括利益 △16 △175

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △15 △179

少数株主に係る四半期包括利益 △0 3
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率

の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従い、過去の期間

の連結財務諸表に対しては遡及処理しておりません。

なお、この変更に伴う当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及び当第１四半期連結累計期間の営業損

失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、原則として、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

投資その他の資産 177百万円 177百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

減価償却費 339百万円 306百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成25年６月27日開催の第98回定時株主総会の決議により、今後の財務戦略上の柔軟性およ

び機動性を確保するため、資本準備金の額4,176百万円を減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替

え、振り替え後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当

しました。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当に関する事項

　平成26年６月27日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　148百万円

②１株当たりの配当額　　　　　　　　　　　　　　 ２円

③基準日　　　　　　　　　　　　　　 平成26年３月31日

④効力発生日　　　　　　　　　　　　 平成26年６月30日

⑤配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　 利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２） 照明 光応用 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,154 2,799 8,954 － 8,954

セグメント間の内部売上高又は振替高 22 0 23 △23 －

計 6,176 2,800 8,977 △23 8,954

セグメント利益又は損失（△） 36 △330 △293 △478 △771

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△478百万円は、セグメント間利益の調整額△23百万円、報告セグ

メントに配分しない全社費用△455百万円等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２） 照明 光応用 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,737 2,857 9,595 - 9,595

セグメント間の内部売上高又は振替高 5 18 23 △23 -

計 6,743 2,876 9,619 △23 9,595

セグメント利益又は損失（△） 151 △143 7 △496 △488

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△496百万円は、報告セグメントに配分しない全社費用等でありま

す。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  7円10銭 5円22銭

（算定上の基礎）    

四半期純損失金額 （百万円） 528 388

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額 （百万円） 528 388

普通株式の期中平均株式数 （千株） 74,383 74,379

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月11日

岩崎電気株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河野　明　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 植村　文雄　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩崎電気株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩崎電気株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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